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（登録料の納付期限）
第 43 条　前条第１項第一号の規定による第１年分の登録料
は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があ
つた日から 30日以内に納付しなければならない。

２　前条第１項の規定による第２年以後の各年分の登録料
は、前年以前に納付しなければならない。

３　特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、
30日以内を限り、第１項に規定する期間を延長すること
ができる。

４　登録料を納付する者がその責めに帰することができない
理由により第１項に規定する期間（前項の規定による期間
の延長があつたときは、延長後の期間）内にその登録料を
納付することができないときは、第１項の規定にかかわら
ず、その理由がなくなつた日から 14日（在外者にあつて
は、２月）以内でその期間の経過後６月以内にその登録料
を納付することができる。

（登録料の納付期限）
第 41 条　前条第１項の規定による登録料は、商標登録をす
べき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から 30日
以内に納付しなければならない。

２　特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、
30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することが
できる。

３　登録料を納付すべき者は、第１項に規定する期間（前項
の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間）
内にその登録料を納付することができないときは、その期
間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内
に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料
を納付することができる。

４　登録料を納付すべき者がその責めに帰することができな
い理由により、前項の規定により登録料を納付することが
できる期間内にその登録料を納付することができないと
きは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日
から 14日（在外者にあつては、２月）以内でその期間の
経過後６月以内にその登録料を納付することができる。

５　前条第２項の規定による登録料は、更新登録の申請と同
時に納付しなければならない。

（登録料の分割納付）
第 41 条の２　商標権の設定の登録を受ける者は、第 40 条
第１項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付するこ
とができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の
査定又は審決の謄本の送達があつた日から 30 日以内に、
一件ごとに、1万 6400 円に区分の数を乗じて得た額を納
付するとともに、商標権の存続期間の満了前５年までに、
一件ごとに、1万 6400 円に区分の数を乗じて得た額を納
付しなければならない。

２　特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の
査定又は審決の謄本の送達があつた日から 30日以内に納
付すべき登録料（以下「前期分割登録料」という。）を納
付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定
する期間を延長することができる。
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